
電話番号

②成果参考指標の目標（実績）と施策の現状、及びその評価

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位 年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位

目標値 88.0 118.0 148.0 178.0 目標値 64.0 64.0 64.0 64.0

取組目標値 取組目標値

実績値 21.0 41.0 59.0 実績値 59.6 68.7 69.7

達成率 － 46.6 50.0 － ％ 達成率 － 107.4 109.0 － ％

目標値 91.0 91.0 91.0 91.0 目標値

取組目標値 取組目標値

実績値 86.7 90.4 89.9 実績値

達成率 － 99.4 98.8 － ％ 達成率 － － － － ％

③評価時点での施策目的に対する現状

④総合的な評価

⑤課題の認識

⑥今後の取組みの方向性

事務事業所管部局長
（幹事部局）

健康福祉部長　吉川敏彦 0852-22-5230

・グループホームの整備や地域の相談支援体制の充実等により、施設からの地域移行を推進してきた。平成26年度までは、地域生活への移行者数の目
標475人（平成17年10月時点の施設入所者数1,697人の28％）に対し、535人という全国平均を上回る実績であった。その結果、残っている入所者
は重度者・高齢者が多くなっており、各年度の地域移行者数は減少傾向にある。
・精神障がい者の入院後３か月経過時点での退院率は近年60％前後で推移し、入院後１年経過時点での退院率は近年低下傾向にあった。
・こうした中、精神障がい者の地域移行については、平成26年度に改正精神保健福祉法が施行され、医療機関における退院後生活環境相談員の配置な
ど地域移行を促進させる取組みが法定化された。また、県及び二次医療圏域ごとに地域生活移行・地域定着支援検討会議を開催し支援関係者の連携を強
化を図るとともに、医療機関及び地域援助事業者の取組みの充実等により、入院後３か月及び入院後１年経過時点での退院率の上昇につながったものと
考えられる。
・そのほか、障がい者が地域で自立した生活を営むために、障がい者の就労を促進することも重要である。

施策評価シート 評価実施年度： 平成３０年度

施設から地域生活への移
行者数（累計）

人 入院後３か月経過時点で
の退院率

目的

その理由

施策Ⅱ－２－４　障がい者の自立支援

　「ノーマライゼーション」の理念のもと、障がい者が住みたい地域で、障がいのない人と同じように、安心し、自立した生活を営むことができ、地域の住民と
共に支え合う地域社会を実現します。

数値目標

成果参考指標の実績
等の補足説明（任意
記載）

・施設から地域生活への移行者数を数値目標としているが、これは施設入所から地域生活への移行した者の数であり、地域で自立した生活を営むための
支援等を必要とする障がい者の全体を表す指標ではない。
・入院後３か月経過時点での退院率が目標値を上回っているにもかかわらず、取組目標値を設定していない理由
　→　退院率は、行政側の取組みにかかわらず、入院患者の個別の要因により、年度によって上下することから、目標値は固定し、４年間の推移を見る
こととした。

評価時点で施策目的
に対する現状
（客観的事実・データなどに
基づいた施策の現状や取組状
況）

数値目標

定性目標

平成28年度～平成31年度

①施策の目的等

施策の名称

（１）平成３１年度
末の施策目的の達成
状況（予測）
Ａ:達成できる
Ｂ:概ね達成できる
Ｃ:達成は困難

判断 その理由（④の「判断」と異なる「判断」の場合のみ記載）

B

（２）施策の目的達
成に向けての課題

・障害者総合支援法については、平成28年度に「３年後見直し」による法改正が行われ、県内関係者に適切に情報提供し、円滑に対応していく必要が
ある。また、全ての障害福祉サービス利用者に対して行う計画相談支援（サービス等利用計画等作成）については、ほぼ100％を達成した。今後は質の
高い計画作成に導いていく必要がある。
・地域移行を推進するため、住まいの場であるグループホームや日中活動系サービスを行う施設の整備を進める必要がある。
・退院の可能性のある精神障がい者については、段階的に地域移行に向けた生活能力を身に付けるための支援を行うなど、退院後生活環境相談員等が本
人の状況に応じた福祉サービスを利用できるよう調整する必要がある。
・一般就労移行を一層推進するとともに、定着支援についても関係機関が一体となったフォローの強化、プログラムの充実など必要である。
・発達障がいは、できるだけ早期に専門医の診断や障がいの特性に応じた支援を受けることが大切であるため、より身近な市町村において、関係機関が
連携し、ライフステージを通じて一貫した支援を行う体制を整備していく必要がある。
・平成28年４月から施行された障害者差別解消法において、行政機関や事業者に対して障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の
提供が求められていることから、トラブルが発生した場合の適切な相談対応や県民や事業者、職員に対する法の趣旨などの普及啓発が必要である。

課題解決に向けての
今後の取組みの方向
性

・障害者総合支援法の各種給付制度について、市町村・事業者への説明会開催やＨＰ掲載など、県内関係者への効果的な情報提供を行うとともに、
   研修会開催などにより人材育成に努めていく。また、相談支援アドバイザーや圏域コーディネーターなどを配置・派遣しながら、
   関係機関や関係者の相談支援の体制強化やスキルアップに向けた支援を行う。
・国庫補助金の積極的な確保に努め、障がい福祉計画に基づくグループホームや日中活動系サービスの施設整備を着実に進める。
・平成26年４月に施行された改正精神保健福祉法を踏まえ、医療と福祉の連携による地域生活への移行がさらに進むよう、引き続き、
   保健所を中心に各市町村の障害者総合支援協議会への参画や関係者会議による情報共有、精神科病院実地指導における指導などに取り組む。
・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け、市町村等への支援を行う。
・平成30年４月に施行された改正障害者総合支援法の新たなサービス「就労定着支援」の動向を踏まえ、障がい者の生活・就労・定着を支援する
   障害者就業・生活支援センターと関係機関がネットワークを強化し、それぞれの機関が持つ既存の制度や取組みが有機的に繋がるよう連携する。
・発達障がい者支援については、市町村の体制整備や専門的な支援に向けた発達障害者支援センターの機能強化、専門性の向上を図り、また、
   発達障がいの早期発見、早期支援に向けた県内のかかりつけ医、保健師、保育士などへの研修による人材育成を行うなど、関係部局が連携した
   地域支援体制の構築を図っていく。
・障がいを理由とする差別に関する相談に適切に対応できるよう、差別解消支援地域協議会において相談事案の共有を図り、あいサポート運動など
  を通じて県民や事業者、職員に対して障害者差別解消法の趣旨や障がいの特性などに関する普及啓発を継続的に行っていく。

％

入院後1年経過時点での
退院率

％

評価時点での総合的
な評価

Ａ:順調に進んでいる
Ｂ:概ね順調に進んでいる（見
直す点がある）
Ｃ:あまり順調に進んでいない

・施設からの地域生活への移行については、目標値を下回っているが、グループホームなどの整備に加え、地域の相談支援体
制の充実などを図ったことで、移行は進みつつある。
・残っている入所者は重度者・高齢者が多く、地域生活におけるニーズや課題に加え、個人の状況に応じた対応が必要であ
る。
・精神障がい者の地域移行については、医療機関と地域援助事業者との連携により、入院後３か月及び入院後１年経過時点で
の退院率が平成27年度から上昇しており、高い水準を維持している。
・事業所等における工賃は、就労事業振興センターの支援活動などにより、増加しており、全国上位の水準である。
・福祉施設から一般就労した者の１年後の定着率が平成27年度時点で７割を切る状況にあり（平成29年度調査）、就労後の
定着が課題である。
・障がいに対する理解を深め、必要な配慮を実践し、誰もが暮らしやすい地域社会をつくっていく「あいサポート運動」での
あいサポーターの人数は、対前年比で約５千人増の38,987人となった。

B

判断



（単位：千円）

1 7,586 14,908 障がい福祉課

2 47,122 58,310 障がい福祉課

3 188,673 198,167 障がい福祉課

4 155,376 364,208 障がい福祉課

5 15,823 18,186 障がい福祉課

6 4,292,257 4,545,591 障がい福祉課

7 2,276,658 2,380,345 障がい福祉課

8 951,023 977,422 障がい福祉課

9 285,944 296,528 障がい福祉課

10 200,687 215,828 障がい福祉課

11 101,792 103,276 障がい福祉課

12 126,027 150,052 障がい福祉課

13 28,739 30,033 障がい福祉課
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40

施策評価シート別紙２（事務事業一覧）

計画に基づいた施策を展開することにより障がい者が多様な福祉サービスを受けられる
ようにする。

手当を給付することにより経済的負担の軽減を図る。

市町村及び事業者に対して障害者総合支援法や制度変更に関する情報提供や研修
を行い、障がい児・者のニーズに応じた適切なサービスが提供されるようにする。

障害福祉サービス（自立支援給付）に要する経費のうち、法に基づき県が負担すべき額
を市町村に交付し、必要なサービスを提供することにより、障がい者の自立を支援す
る。

施設において障がい児の保護、養育を行う。また障害児通所支援を提供する市町村に
対して負担金を交付する。

適切な療育等を提供することにより健やかな発達と成長を支援する。

安心して地域生活が送られるように支援する。

障がい児・者が必要とするサービスを確保するための施設整備を促進する。

障がい者の自立と社会経済活動への参加促進や市町村等関係機関が行う支援の充
実を図る。

障がい者の就労を促進するとともに、就労支援事業所等を利用する障がい者の工賃向
上に取り組む。

医療費の自己負担を軽減することにより、福祉の増進を図る。

能力や適性に応じた自立生活を営むことができるよう、移動や生活、コミュニケーション
支援等のサービスを提供し、障がい者の社会参加を促進する。

社会参加を促進するために社会福祉法人、指定管理者に委託又は補助金を交付す
る。

施策Ⅱ－２－４　障がい者の自立支援

所管課名

施策の名称

前年度
事業費

目的（意図）事務事業名
今年度
事業費

障がい者施策推進事業

障がい者相談事業

障がい者手当等給付事業

障がい者施設等整備事業

障がい者自立支援給付制度運
営事業

障がい者自立支援給付事業

障がい者自立支援医療等給付
事業

障がい児施設等給付費

障がい者地域生活支援事業

子ども発達支援事業

障がい者利用施設運営事業

障がい者就労支援事業

心と体の相談センター運営費


